
第６回理事会議案書 

公益財団法人 

愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会 

  



 

公益財団法人愛知・名古屋アジア競技大会組織委員会第６回理事会 

 

【議 案】 

第１号議案  副会長の選定について 

第２号議案  ２０２０年度事業報告及び計算書類等の承認について 

第３号議案  文書及び公印管理規程等の一部改正について 

第４号議案  評議員会の開催について 

【報告事項】 

報告事項１  特別顧問、顧問及び参与の決定について 

報告事項２  職務執行状況について 
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【議 案】 

 

第１号議案  副会長の選定について 

 

 副会長は、以下のとおりとする。 

 

氏  名 所 属 等 

加留部 淳 中部経済同友会代表幹事 
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第２号議案  ２０２０年度事業報告及び計算書類等の承認について  

 

 ２０２０年度事業報告及び計算書類等は、資料１のとおりとする。 
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第３号議案  文書及び公印管理規程等の一部改正について 

 

 下記の規程の一部を資料２のとおり改正する。 

 

１ 文書及び公印管理規程 

２ 情報公開規程 

３ 就業規程 

４ 育児休業等に関する規程 

５ 職員の給与に関する規程 

６ 旅費規程 
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第４号議案  評議員会の開催について 

 

第５回評議員会を、以下の開催方法及び議題により開催する。 

 

（１）開催方法 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 194条及び定款

第 22条第１項の規定（決議の省略等）に基づき、書面により評

議員会を執り行う。 

 

（２）議  題 

第１号議案 ２０２０年度貸借対照表及び損益計算書（正味

財産増減計算書）の承認について 

第２号議案 任期満了に伴う理事の改選について 

         ※理事候補者選任案は資料３のとおりとする。 
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【報告事項】 

 

報告事項１  特別顧問、顧問及び参与の決定について 

 

特別顧問、顧問及び参与として以下の者を決定した。 

役職名 氏  名 所 属 等 

特別顧問 十倉 雅和 一般社団法人日本経済団体連合会会長 

 

役職名 氏  名 所 属 等 

顧  問 清水 富雄 全国市議会議長会会長 

 

役職名 氏  名 所 属 等 

参  与 

鈴村 俊二 愛知県小中学校長会会長 

新井 宏法 名古屋市立小中学校長会会長 

伊藤  司 名古屋市立高等学校長会会長 

安藤  健 株式会社岐阜新聞社名古屋支社支社長 

江頭 建彦 一般社団法人共同通信社名古屋支社支社長 

加藤 弘江 株式会社日刊工業新聞社執行役員名古屋支社長 

髙島 信雄 株式会社毎日新聞社中部代表 
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報告事項２  職務執行状況について 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１９７条において

準用する同法第９１条及び定款第２６条第６項の規定に基づき、代表

理事の職務の執行状況を、資料４のとおり報告する。 
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文書及び公印管理規程等の改正について 

 
〇文書及び公印管理規程【一部改正】 

 

文書及び公印管理規程の一部を次のとおり改正する。 

 

【文書及び公印管理規程】 
変更案 現行規程 

（公印の種類） 

第 23条 この法人の公印は、次に掲げる

ものをいう。 

(1) ・(2) ＜省略＞ 

(3) 会長代行印 

 

別表第２ 
会長代行

印 

18  

 

 

 
外丸に

「公益財

団法人愛

知・名古

屋アジア

競技大会

組織委員

会」 

総務課長 

 

（公印の種類） 

第 23条 この法人の公印は、次に掲げる

ものをいう。 

(1) ・(2) ＜省略＞ 

 （新設） 

 

別表第２ 

（新設） 

各様式中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 

 

〇情報公開規程【一部改正】 

 

情報公開規程の一部を次のとおり改正する。 

 

【情報公開規程】 

変更案 現行規程 

（第三者に対する意見書提出の求め等） 

第 12条 ＜省略＞ 

２ 会長は、第三者に関する情報が記録さ

（第三者に対する意見書提出の求め等） 

第 12条 ＜省略＞ 

２ 会長は、第三者に関する情報が記録さ

会
長 

代
行 

之
印 

資料２ 
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れている文書等を開示しようとする場合

であって、当該情報が第７条第２号イ又

は第３号ただし書に規定する情報に該当

すると認められるときは、第 10条第１

項の通知（以下「開示通知」という。）

に先立ち、当該第三者に対し、開示申出

に係る文書等の表示その他会長が定める

事項を書面により通知して、意見書の提

出を求めるものとする。ただし、当該第

三者の所在が判明しない場合は、この限

りでない。 

＜第３項省略＞ 

れている文書等を開示しようとする場合

であって、当該情報が第７条第２号ロ又

は第３号ただし書に規定する情報に該当

すると認められるときは、第 10条第１

項の通知（以下「開示通知」という。）

に先立ち、当該第三者に対し、開示申出

に係る文書等の表示その他会長が定める

事項を書面により通知して、意見書の提

出を求めるものとする。ただし、当該第

三者の所在が判明しない場合は、この限

りでない。 

＜第３項省略＞ 

 

〇就業規程【一部改正】 

 

 就業規程の一部を次のとおり改正する。 

 

【就業規程】 

変更案 現行規程 

（解雇の予告） 

第 43条 第 41条の規定により職員を解雇

する場合には、次の各号に掲げる場合を

除き、少なくとも 30日前にその予告を

する。ただし、30日前に当該予告がで

きない場合にあっては、労働基準法第

12条に規定する平均賃金（以下「平均

賃金」という。）の 30日分に相当する額

の給与を支給する。 

(1) ＜省略＞ 

(2) 天災事変その他やむを得ない事由の

ため事業の継続が不可能となった場合又

は第 49 条第５号に規定する懲戒解雇を

行う場合であって、所管労働基準監督署

長の認定を受けた場合 

２ ＜省略＞ 

 

（安全衛生） 

第 44 条 この法人は、労働安全衛生法

（昭和 47年法律第 57号）及びその他の

関係法令に基づき、職員の健康増進と安

全衛生の確保のために必要な措置を講じ

るものとする。 

２ ＜省略＞ 

（解雇の予告） 

第 43条 第 41条の規定により職員を解雇

する場合には、次の各号に掲げる場合を

除き、少なくとも 30日前にその予告を

する。ただし、30日前に当該予告がで

きない場合にあっては、労働基準法第

12条に規定する平均賃金（以下「平均

賃金」という。）の 30日分に相当する額

の給与を支給する。 

(1) ＜省略＞ 

(2) 天災事変その他やむを得ない事由の

ため事業の継続が不可能となった場合又

は第 41条第５号に規定する懲戒解雇を

行う場合であって、所管労働基準監督署

長の認定を受けた場合 

２ ＜省略＞ 

 

（安全衛生） 

第 44条 この法人は、労働安全衛生法及

びその他の関係法令に基づき、職員の健

康増進と安全衛生の確保のために必要な

措置を講じるものとする。 

２ ＜省略＞ 
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（懲戒の事由） 

第 48条 職員が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、所定の手続きの上、懲戒

処分を行う。 

(1) 法令、この規程その他この法人の諸

規程に違反した場合 

(2)～(8) ＜省略＞ 

２・３ ＜省略＞ 

 

（懲戒の事由） 

第 48条 職員が、次の各号のいずれかに

該当する場合は、所定の手続きの上、懲戒

処分を行う。 

(1) 法令、この規則その他この法人の諸

規程に違反した場合 

(2)～(8) ＜省略＞ 

２・３ ＜省略＞ 

 

〇育児休業等に関する規程【一部改正】 

 

 育児休業等に関する規程の一部を次のとおり改正する。 

 

【育児休業等に関する規程】 

変更案 現行規程 

（定 義） 

第２条 ＜省略＞ 

２ 子の看護休暇とは、就業規程第 24条

第３号及び派遣職員等就業規程第 20条第

４号に規定する特別休暇をいう。 

３～６ ＜省略＞ 

 

（申し出の回数制限） 

第 10条 同一の子については、当該子に

係る育児休業が中断、又は終了した場合で

あっても、次のいずれかに該当する場合を

除き、重ねて育児休業を申し出ることはで

きない。ただし、産後休業をしていない職

員が、この出生日又は出産予定日のいずれ

か遅い方から８週間以内にした最初の育児

休業については、１回の申し出には数えな

い。（第７条第３項及び前条第２項の場合

は、この限りではない。） 

(1) 当該子の育児休業期間が、新たに生

まれた子の産前産後休業期間が始まっ

たことにより終了した場合に、新たに

生まれた子が産前産後休暇期間中に次

のいずれかに該当するに至ったとき。 

ア 死亡したとき 

イ 養子となったこと、その他の事情

のより職員等と同居しなくなったと

き 

（定 義） 

第２条 ＜省略＞ 

２ 子の看護休暇とは、就業規程第 24条

第４号及び派遣職員等就業規程第 20条第

４号に規定する特別休暇をいう。 

３～６ ＜省略＞ 

 

（申し出の回数制限） 

第 10条 同一の子については、当該子に

係る育児休業が中断、又は終了した場合で

あっても、次のいずれかに該当する場合を

除き、重ねて育児休業を申し出ることはで

きない。ただし、産後休業をしていない職

員が、この出生日又は出産予定日のいずれ

か遅い方から８週間以内にした最初の育児

休業については、１回の申し出には数えな

い。（第７条第３項及び前条第２項の場合

は、この限りではない。） 

２ 当該子の育児休業期間が、新たに生ま

れた子の産前産後休業期間が始まったこ

とにより終了した場合に、新たに生まれ

た子が産前産後休暇期間中に次のいずれ

かに該当するに至ったとき。 

(1) 死亡したとき 

(2) 養子となったこと、その他の事情の

より職員等と同居しなくなったとき 

３ 新たに生まれた子の育児休業期間が始
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(2) 新たに生まれた子の育児休業期間が

始まったことにより、育児休業期間が

終了した場合であって、その新期間の

育児休業に係る子の全てが前項各号の

いずれかに該当するに至ったとき。 

(3) 育児休業の申出を撤回した後に、配

偶者の死亡などにより当該子を養育す

る者がいなくなったとき。 

(4) 育児休業の申し出に係る子が、就業

規程第 19条第１項に規定する要介護

者となったとき。 

(5) 保育所における保育の実施を希望

し、申し込みを行っているが、当面そ

の実施が行われないとき。 

 

（育児短時間勤務期間中の給与） 

第 38条 育児短時間勤務を取得した職員

の給与は、給与規程第 30条第３項の規定

により得られる額とする。 

まったことにより、育児休業期間が終了

した場合であって、その新期間の育児休

業に係る子の全てが前項各号のいずれか

に該当するに至ったとき。 

４ 育児休業の申出を撤回した後に、配偶

者の死亡などにより当該子を養育する者

がいなくなったとき。 

５ 育児休業の申し出に係る子が、就業規

程第 19条第１項に規定する要介護者と

なったとき。 

６ 保育所における保育の実施を希望し、

申し込みを行っているが、当面その実施

が行われないとき。 

 

 

（育児短時間勤務期間中の給与） 

第 38条 育児短時間勤務を取得した職員

の給与は、給与規程第 22条第３項の規定

により得られる額とする。 

 

〇職員の給与に関する規程【一部改正】 

 

職員の給与に関する規程の一部を次のとおり改正する。 

 

【職員の給与に関する規程】 

変更案 現行規程 

（時間外勤務手当） 

第 20条 ＜省略＞ 

２・３ ＜省略＞ 

４ 次に掲げる時間の合計が１か月につい

て 60時間を超えた職員には、その 60時間

を超えて勤務した全時間に対して、前各項

の規定にかかわらず、勤務１時間につき、

１時間当たり給与額に次の各号に掲げる時

間の区分に応じて当該各号に定める割合を

乗じて得た額を時間外勤務手当として支給

する。 

(1) ＜省略＞ 

(2) 前項の勤務の時間 100分の 50 

５・６ ＜省略＞ 

 

（期末手当） 

第 23条 ＜省略＞ 

（時間外勤務手当） 

第 20条 ＜省略＞ 

２・３ ＜省略＞ 

４ 次に掲げる時間の合計が１か月につい

て 60時間を超えた職員には、その 60時間

を超えて勤務した全時間に対して、前各項

の規定にかかわらず、勤務１時間につき、

１時間当たり給与額に次の各号に掲げる時

間の区分に応じて当該各号に定める割合を

乗じて得た額を時間外勤務手当として支給

する。 

(1) ＜省略＞ 

(2) 前項の勤務の時間 100分の 25 

５・６ ＜省略＞ 

 

（期末手当） 

第 23条 ＜省略＞ 
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２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に

100分の 127.5（一般職職員でその職務

の級が７級以上であるもの（これらの職

員のうち、会長が別に定める職員を除

く。第 26条第２項において「特定管理

職員」という。）にあっては 100分の

107.5、専門職職員にあっては 100分の

167.5）を乗じて得た額に、基準日以前

6か月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。 

(1)～(4) ＜省略＞ 

 

 附 則 

（派遣職員の地域手当の適用） 

２ 当分の間、愛知県職員又は名古屋市職

員の身分を有する者のうち公益的法人等

への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律（平成 12年法律第 50号）（以下

「派遣法」という。）に基づき、法人に

派遣された職員の第 14条に規定する地

域手当の適用については、「給料、扶養

手当及び管理職手当の月額の合計額」と

あるのは「管理職手当の月額」と、「100

分の 8.5」とあるのは「100分の 8.5

（名古屋市職員の身分を有する者にあっ

ては 100分の 15）」と読み替えるものと

する。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に

100分の 130（一般職職員でその職務の級

が７級以上であるもの（これらの職員のう

ち、会長が別に定める職員を除く。第 26

条第２項において「特定管理職員」とい

う。）にあっては 100分の 110、専門職職

員にあっては 100分の 170）を乗じて得た

額に、基準日以前 6か月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区

分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて

得た額とする。 

(1)～(4) ＜省略＞ 

 

 

附 則 

（派遣職員の地域手当の適用） 

２ 当分の間、愛知県職員又は名古屋市職

員の身分を有する者のうち公益的法人等

への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律（平成 12年法律第 50号）（以下

「派遣法」という。）に基づき、法人に

派遣された職員の第 14条に規定する地

域手当の適用については、「給料、扶養

手当及び管理職手当の月額の合計額」と

あるのは「管理職手当の月額」と、「100

分の 10」とあるのは「100分の 10（名

古屋市職員の身分を有する者にあっては

100分の 15）」と読み替えるものとす

る。 

 

〇旅費規程【一部改正】 

 

旅費規程の一部を次のとおり改正する。 

 

【旅費規程】 

変更案 現行規程 

（車 賃） 

第 13条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 路程に１キロメートル未満の端数があ

るときは、その端数を四捨五入する。 

 

 

（車 賃） 

第 13条 ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ 

３ 路程（前項の規定により通算して計算

する場合にあっては、当該通算した路

程）に１キロメートル未満の端数がある

ときは、その端数を四捨五入する。 
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（日当、宿泊料及び食卓料） 

第 24条 ＜省略＞ 

２ 第 20条第１項第４号の規定により寝

台料金を支給する場合における宿泊料の

額は、前項の規定にかかわらず、旅行先

の区分に応じた別表第２の定額の 7/10

に相当する額による。 

３・４ ＜省略＞ 

 

（死亡手当） 

第 26条 ＜省略＞ 

２ 職員が出張のため外国旅行中に死亡に

より退職し、かつ、その死亡地が本邦で

ある場合において第３条第２項第４号の

規定により当該職員の遺族へ支給する死

亡手当の額は、前項の規定にかかわら

ず、第 18条第１項の規定に準じて計算

した旅費の額による。 

３ 第 18 条第２項の規定は、第３条第２

項第４号の規定に該当する場合において

第１項又は前項の規定による死亡手当の

支給を受ける遺族の順位について準用す

る。 

 

（旅行手当） 

第 27条 第６条第 11項の規定により旅行

手当を支給する旅行は、別表第２の定額

による旅費を支給することを適当でない

と認めて会長が指定する旅行とし、旅行

手当の額、支給条件及び支給方法は、そ

の都度旅行命令権者が会長に協議して定

める。ただし、その額は、当該旅行の性

質に応じ、第６条各項に掲げる旅費の額

についてこの規程で定める基準を超える

ことができない。 

 

（日当、宿泊料及び食卓料） 

第 24条 ＜省略＞ 

２ 第 20条第１項第２号の規定により寝

台料金を支給する場合における宿泊料の

額は、前項の規定にかかわらず、旅行先

の区分に応じた別表第２の定額の 7/10

に相当する額による。 

３・４ ＜省略＞ 

 

（死亡手当） 

第 26条 ＜省略＞ 

２ 職員が出張のため外国旅行中に死亡に

より退職し、かつ、その死亡地が本邦で

ある場合において第３条第２項第４号の

規定により当該職員の遺族へ支給する死

亡手当の額は、前項の規定にかかわら

ず、第 17条第１項の規定に準じて計算

した旅費の額による。 

３ 第 17条第２項の規定は、第２条第８

号の規定に該当する場合において第１項

又は前項の規定による死亡手当の支給を

受ける遺族の順位について準用する。 

 

 

（旅行手当） 

第 27条 第５条第 11項の規定により旅行

手当を支給する旅行は、別表第２の定額

による旅費を支給することを適当でない

と認めて会長が指定する旅行とし、旅行

手当の額、支給条件及び支給方法は、そ

の都度旅行命令権者が会長に協議して定

める。ただし、その額は、当該旅行の性

質に応じ、第５条各項に掲げる旅費の額

についてこの規程で定める基準を超える

ことができない。 

 



理事候補者選任案 

氏名 所属・役職等 

大村 秀章 愛知県知事 

河村たかし 名古屋市長 

山本 亜土 愛知県商工会議所連合会会長（名古屋商工会議所会頭） 

水野 明久 一般社団法人中部経済連合会会長 

内藤 弘康 名古屋商工会議所副会頭 

柘植 康英 一般社団法人中部経済連合会副会長 

加留部 淳 中部経済同友会代表幹事 

加藤 慎也 愛知県副知事 

青山 桂子 愛知県副知事 

杉野みどり 名古屋市副市長 

廣澤 一郎 名古屋市副市長 

中村 昭彦 名古屋商工会議所副会頭 

大島  卓 一般社団法人中部経済連合会副会長 

尾堂 真一 中部経済同友会代表幹事 

新美 文二 愛知県商工会連合会会長 

泉  正文 公益財団法人日本スポーツ協会副会長兼専務理事 

箕輪田 晃 公益財団法人愛知県スポーツ協会理事長 

後藤 泰之 
公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会副理事長 

（名古屋市体育協会会長） 

坂田 憲治 愛知県議会議長 

服部 将也 名古屋市会議長 

山田 拓郎 愛知県市長会会長（犬山市長） 

鈴木 達雄 愛知県市議会議長会会長（新城市議会議長） 

横川  浩 公益財団法人日本陸上競技連盟会長 

佐々木龍也 日本労働組合総連合会愛知県連合会会長 

髙橋 繁浩 愛知県スポーツ推進審議会会長 

中田 有紀 名古屋市スポーツ推進審議会会長 

吉田沙保里 オリンピアン 

備考 任期は、理事に選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

評議員会の終結の時までとする。 

 

※上記以外につきましても、所属団体における異動等により、第 5回評議員会が開催され

る 6月下旬までに、理事を選任することが必要となった場合には、適宜、情報を反映させ

第 5回評議員会で選任を議決します。 
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職務執行状況 

（２０２１年４月１日から２０２１年６月７日まで） 

 

 １ 大会開催に向けた着実な準備の推進 

（１）競技 

・アジア５地域及びＯＣＡ提案競技に係る情報収集を行うとともに、組織委

員会提案競技について、開催都市との調整を進めている。 

（２）競技大会施設 

ア 競技会場 

・マラソンスイミング等、調整中の６競技会場について、国内競技団体、施

設所有者との調整を進めている。 

・２０２１年３月の理事会において仮決定した４３競技会場について、会場

運営計画（選手の動線等）の検討を行うと同時に、競技実施に必要な整備

（諸室、大型映像装置等）についても、国内競技団体や施設所有者と調整

を進めている。 

 

イ 選手村 

・メイン選手村について、後利用事業者募集により提出された各提案に基づ

き、選手村施設整備の時期や規模などの確認を進めている。 

・宿泊施設が不足する地域におけるサブ選手村候補地について、敷地の測量

及び地盤等の調査を実施している。 

 

（３）宿泊 

   ・宿泊施設の確保に向け、ホテル等の業界団体へ協力依頼を行うとともに、

仮配宿計画作成に向けた宿泊施設（客室数等）や駐車場などの付帯施設

（駐車可能スペース等）、宿泊システムの機能等についての調査を実施して

いる。 

 

（４）輸送 

   ・２０２０年度に引き続き、選手団及び観客の輸送にかかる輸送手段や輸送

ルート等の検討を進める他、輸送全体の基本的な考え方を示した輸送計画

素案の検討を進めている。 
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（５）宣伝活動 

・大会の成功に向け、広報ＰＲ、練習施設の確保、ボランティアの確保等、

幅広い分野において、全国の大学と連携を図るため、まずは、愛知県内の

大学との連携協定締結に向け、調整を進めている。 

 

 （６）マーケティング 

・スポンサー獲得等を担うマーケティング専任代理店候補企業と契約条件の

調整を行っている。 

 

２ 組織委員会の体制整備 

・国際スポーツ大会運営経験を有する専門職員を若干名採用予定。 
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